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令和７年度第９回南部町農業委員会総会会議録 

招集年月日  令和７年１２月１０日（水） 

招 集 場 所 南部町役場天萬庁舎２階 大会議室 

開 会 時 間  １３時３０分 

閉 会 時 間 １４時３５分 

農 業 委 員 

出 欠 

番 号 氏  名 出・欠 番 号 氏  名 出・欠 

1 番   5 番 井 田  厚 美 出席 

2 番 井 上  武 出席 6 番 田 邉  元 史 出席 

3 番 庄倉 三保子 出席 7 番 恩 田  一 秀 出席 

4 番 黒木 美由紀 欠席  

農地利用最適

化推進委員 

出 欠 

8 番 牛 田  弘 則 出席 14 番 秦 野  勝 仁  出席 

9 番 吉次 純一郎 出席 15 番 板  秀 樹 出席 

10 番 白 川  透 出席 16 番 足 井  秀 二 出席 

11 番 松 本  美 樹 出席 17 番 野 口  龍 馬 出席 

12 番 糸 田  雅 樹 出席 18 番 山 田  安 身 出席 

13 番 岡 田  充 生 出席  

議事録署名委員 10 番 白 川  透 11 番 松 本  美 樹 

出 席 吏 員 

農業委員会事務局長補佐 本田 秀和  

産業課主幹 前田 智恵 

農業委員会事務員 田邉 操枝 

傍 聴 人 0 人  

 

付 議 案 件  

議案番号 提 出 議 案 の 題 目 

第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する許可について 

第２号 農用地利用集積等促進計画案の意見照会について 

その他 
（１）令和７年度第１０回南部町農業委員会総会日程 

（２）活動日数について（中間報告） 
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提出議案の題

目 
(発言者)  

１．開 会 

 

局長補佐 令和 7 年度第 9 回南部町農業委員会総会を開会致します。局長は他業

務の為欠席でございますので、私が進めさせていただきます。本日は 4

番の黒木委員が欠席でございます。農業委員会等に関する法律第 27 条

及び南部町農業委員会会議規則第 5 条の規定により、本会は成立してい

ることをご報告致します。それでは日程 2 の会長挨拶をお願いします。 

２．挨 拶 会長 （省略） 

局長補佐 南部町農業委員会会議規則第 6 条の規定によりまして、日程 3 以降は

会長を議長として進行をお願いします。 

３．議事録署

名委員及び書

記の指名 

議長 
議事録署名委員及び書記の指名を行います。議事録署名委員は、10 番 

白川透委員、11 番 松本美樹委員、書記は田邉職員にお願いします。 

４.議事 

議案第１号 

農地法第３

条の規定に

よる許可申

請に対する

許可につい

て 

議長 議事に入ります。議案第 1 号『農地法第 3 条の規定による許可申請に

対する許可について』上程致します。提案者より説明を求めます。 

局長補佐 議案第 1 号農地法第 3 条の規定により提出された下記の許可申請につ

いて、許可することの可否についての採決を求めます。 

【 議案第 1 号朗読及び説明（議案書 1 ㌻）】 

番号 1 

土地の表示:          登記：畑 現況：畑  ㎡ 

権利種別：所有権移転    売買 

譲渡人： 

譲受人：  

さんから   さんが売買で取得し利用するための申請です。全

部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件を満たしてい

ると判断しての申請です。売買価格は 10ａ当たり    円と伺ってい

ます。 

譲受人の  さんについて説明をさせていただきます。  さんは、 

を中心として約 反の農地を借りて、主に野菜を作っておられる農

家さんです。出荷は、まごころ市等の直売所や、食材供給連絡協議会を

経由した給食等への供給をされていると伺っております。今回取得され

る農地には、イチジクやキウイなどの果樹を中心に栽培したいというこ

とです。  さんは現在  歳で、農業を専業でされていますが、他に

アルバイト等での収入もあると伺っています。近隣の耕作者や所有者さ

んも  さんのことをよく知っておられて歓迎の意向を伺っておりま

すので、今回の 3 条申請に基づく所有権移転については適正なものだと

判断しています。ご審議をよろしくお願いします。 

議長 議案第 1 号につきまして、質疑を受けます。 

ご異議ございませんか。 

一同 異議なし。 

議長 異議なしと認め、議案第 1 号『農地法第 3 条の規定による許可申請に

対する許可について』議決、承認されました。 

議案第２号 議長 議案第 2 号『農用地利用集積等促進計画案の決定について』上程致します。
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農用地利用

集積等促進

計画案の意

見照会につ

いて 

提案者より説明を求めます。今回は筆数が多いですので、事前にお配り

していますので簡潔な説明をお願いします。 

前田主幹 【農用地利用集積等促進計画書の内容の要点を朗読（議案書 2～17 ㌻）】 

農地番号     1～130 番 

設定を受ける者：    9 名 

設定をする者 ：    60 名 

設定をする土地：   130 筆  200,505 ㎡ 

 

の賃料計算については、別冊で賃料計算表という参考書類を

お付けしています。計算は、営農計画書に記載のある面積に 10ａ当たり 

 ㎏を掛けたものを 5 ㎏単位で整理されています。使用貸借の圃場につ

いては、ため池の水利ですとか、圃場整備の未整備田などが使用貸借の

契約になっています。説明については以上です。 

議長 議案第 2 号につきまして質疑を受けます。 

田邉委員 1 番についてお聞きします。  さんは  の方ですが、農地は 

にお持ちになっている経緯が分かれば教えて下さい。 

庄倉委員 さんのご実家は  で、農地が  と   にありまして、相続

をされています。 

田邉委員 分かりました。 

庄倉委員 さんの資料を頂きました。先月の総会で、水張面積で計算をす

るという説明でしたが、間違いありませんか。 

前田主幹 再生協議会に提出される営農計画書に書かれている面積を基に計算

をされています。 

庄倉委員 営農計画に書かれている面積は、全部事項証明書とは違うと思いま

す。今は良いかもしれませんが、この先に相続などで相手が変ったりし

て、その方から異議があった場合などにきちんと話ができるようになっ

ていますか。 

議長 地元委員さん、分かればお願いします。 

糸田委員 の賃借料の計算は、再生協議会に提出される営農計画書に書か

れている水張面積が基になっています。この水張面積が、産地交付金や

水田活用直接支払交付金の算定面積でもありますし、根拠となる面積だ

と思います。営農計画書は毎年提出されるわけですので、その時に水張

面積が変わったということであれば、賃借料についても考えます。 

議長 庄倉委員がお聞きになりたいのは、10 年という長い貸借期間の中で

は、所有者がお亡くなりになったり、色々な事情で契約者変わることが

あると思います。その変った方が理解ある方なら良いですが、普通は全

国的には全部事項の面積が基準ですので、全部事項の面積と違うのでは

ないかと異議を唱えられるようなトラブルが起きないか、その際はどの

ように対処されるのか、庄倉委員は危惧されてのご質問だと思います。

農業委員会は、被害防除を一番に考えなくてはいけません。トラブルが

起きて、農業委員会が認めたのではないかと責任を問われるようなこと

になってはいけません。糸田委員さんは   の   をされていま
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す。そのようなトラブルが起きた時には、    が責任を持って対応

していただけるのか確約をお願いしたいと思います。 

糸田委員 ご指摘の通り長いスパンでの契約を結ぶわけですので、この 10 年の

間にそのようなトラブルが起きましたら、借受人の     で責任を

持って対処するようにしたいと思います。今回の事案は全て 10 年前の 

 の際の更新で、全て 10 年の設定が切れての更新案件です。この全

ての農地は  の農地で、この 10 年の間に亡くなられて所有者が変わ

った方も何人かおられますが、今回は、きちんとした相続の中で、引き

続き   にお願いしたいということで契約を結んでおります。今後、

更新が出た際には、会長からのご指摘も踏まえて対処したいと考えてい

ます。 

議長 被害防除は、全て    さんが責任を持ってもらえますね。 

糸田委員 はい。 

議長 他にございませんか。 

秦野委員 先週の倉吉での研修で庄倉委員も質問をされていましたが、南部町で

の利用権設定における使用貸借は何パーセントくらいですか。 

前田主幹 大まかでよろしいですか。中間管理事業を利用している全ての貸借の

約半数程度が南部町において使用貸借と記憶しています。 

局長補佐 毎年、その年の１月から 12 月の間の賃貸借料の平均を出しておりま

す。今回の案件の承認を頂きましたら、この数字も加味して計算をして、

来月の総会でご報告をする予定にしています。その際に、今現在の使用

貸借と賃貸借の割合も出す事ができると思いますので、一緒に報告させ

ていただきたいと思います。 

議長 来月の総会で、報告をしていただけるそうです。 

他にございませんか。ご異議ございませんか。 

一同 異議なし。 

議長 異議なしと認め、議案第 2 号『農用地利用集積等促進計画案の決定につい

て』は議決承認されました。 

令和 7 年度第

10回農業員会

総会の日程 

議長 
令和 7 年度第 10 回南部町農業委員会総会は、令和 8 年 1 月 9 日（金）

に開催します。 

活動日数につ

いて（中間報

告） 

議長 『活動日数について（中間報告）』説明を願います。 

局長補佐 議案書の 13 ページをお開き下さい。令和 7 年 4 月から 9 月までの活

動日数を計算しております。ご提出頂いた記録簿を事務局で集計したも

のでございますので、参考程度にご確認をいただければと思います。 

（地区ごとの活動日数、1 人当たりの平均活動日数を朗読） 

最終的に 3 月で集計しまして、能率給への反映になります。農閑期に

なりまして少し落ちつかれたことと思いますので、まだ未提出の活動報

告等がございましたら、事務局までご提出をお願いいたします。 

議長 何かお聞きになりたいことがございましたらお受けします。 

庄倉委員 参考のためにお聞きしたいのですが、南さいはくさんは、1 人当たり

の平均が 10 日ということですが、どのような活動をされていますか。 
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田邉委員 南さいはくは、月に 2 回、必ず皆で集まって情報の共有化に努めてい

ます。そして、現地確認をする必要がある場所については、次の週に必

ず行くようにしております。南さいはく以外の地域でも話題に上がれば

必ずそこに出かけてみて、現地確認をして、情報を共有しています。 

議長 この数字を見ると、委員数を削減できないのではないかと思います。 

庄倉委員 これだけ活動をされて素晴らしいと思います。委員を削減して、今ま

でのような活動が維持できるのか。削減の協議をした時には異議は出ま

せんでしたが。 

田邉委員 集まって情報を共有しておりますけれども、南さいはくでは、売買と

か貸借とか農地が動くようなことは、この 3 年間ほとんどありませんで

した。情報共有をして、どうするか協議はしますが、実際に農地が動く

ことがないのが削減の根本にあります。 

議長 一般から見れば、よくそれだけ情報共有することがあるなと思うわ

けです。話し合う事は悪い事ではございませんが。 

庄倉委員 ひと月に 10 日も活動するのは、とても大変な事です。草刈りもしな

いといけないし、忙しい時期に 10 日も活動するのは、我々には難しい

ので感心しました。 

吉次委員 南さいはく地区には、法人のような、まとめて受けるチームがないわ

けですね。あくまでも個人が中心の中で、利用権設定をされている面積

はどのくらいですか。 

板委員 東長田は継続の更新はありますが、新規で借りられるのは、2、3 件く

らいだと思います。 

吉次委員 全体の面積に対して何割くらい集積をされていますか。 

板委員 集約化は図られていません。認定農業者とかそういった方が牧草を作

る為にある程度集約化をされていますが、水田に関しては、耕作面積を

増やすという方はおられなくて、高齢の為辞めるので誰か作ってもらえ

ないかと言うのが少しあるくらいです。全体面積からすると牧草を作っ

ておられる方がおられますので 3 割弱という感じだと思います。 

吉次委員 高齢の為耕作者を探して欲しいと言う情報を、集まって共有されるわ

けですね。その次は、どのような活動をされるのですか。 

秦野委員  引き受けてくれそうな方に直接頼みにいくこともありますし、難しい

場合は行かないこともあります。 

議長  5 人の方が集まられて、同じ行動をされて、同じ内容を 5 人の方が書

かれれば 10 日にはなります。 

吉次委員  私が聞きたいのは、次の耕作者を探して欲しいという情報があった時

に、ただ集まって情報共有するだけなのか、次の手を打たれるのかを一

番に聞きたいわけです。 

牛田委員  貰った情報を集落に持って行って、何とかならないか話し合いをし

て、受けてもらえそうな方がおられれば頼みますが、上長田には個人で

受けてもらえる方がなかなかおられないので、集落で何とかしてもらえ

ないかお願いをします。 

議長 上長田、東長田の現状を見られれば分かると思いますが、引き受けて
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作るというような方はおられません。天津や手間などの農地と条件が全

く違います。利益など出ません。先祖代々の農地だからと仕方なしにさ

れているのが現実だと思います。 

田邉委員 効率の悪い小さな田ばかりで、奥地では春になっても雪が解けないよ

うな状況の中で、誰もやりたがる人はいません。ご理解を願います。集

まって何とかしたいという思いだけは評価していただきたいと思いま

す。 

野口委員 お願いがあります。天津は、集積の面ではほぼ終了しています。先般

の研修会でも集積の話よりも集約の話しがメインだったと思います。集

約を進めていきたいのですが、天津地区は、担い手が多すぎて農地が足

りないという問題があります。斡旋したくても出来ません。大国とか法

勝寺地区周辺で、そのような話しがあれば一報頂きましたら繫げますの

でよろしくお願いします。 

議長 上長田、東長田の田を借りて、大型の構造改善をしてもらい借りたら

どうか。法人が頼めばしてくれます。 

閉会 議長 他にございませんか。ないようですので、これにて令和 7 年度第 9 回

南部町農業委員会総会を閉会致します 

 

  

 


